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参考

国立大学法人に特徴的な会計の取り扱いについて

国立大学法人の会計の取り扱いは、基本的に独立行政法人と共通しております。以下、

企業会計と比較して特徴的な会計の取り扱いについて説明します。

なお （※）は国立大学法人に特有の会計処理であることを意味します。、

運営費交付金

国より運営費交付金を受領したときは、運営費交付金債務として負債計上し、行うべき

業務を実施すると、その相当額を収益化の基準に従って収益化する仕組みとされており、

国立大学法人においては、原則として期間進行基準によることとされている。その他、収

益化の基準としては成果進行基準、費用進行基準がある（下表参照 。）

固定資産を取得する場合、研究機器等の償却資産の場合は資産見返勘定である資産見返

運営費交付金に、美術品などの非償却資産の場合は資本剰余金に振り替える。

減価償却処理を行う都度、資産見返運営費交付金から減価償却費と同額を取り崩しのう

え収益化することにより、損益を均衡させる仕組み。

○運営費交付金債務の収益化の基準（独立行政法人と共通）

期間進行基準：時の経過に伴い業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化する基準

成果進行基準：業務の実施に伴い運営費交付金債務を収益化する基準（例：プロジェクト研究）

費用進行基準：費用の発生額と同額の業務が実施されたとみなして運営費交付金債務を収益化す

る基準（例：退職給付）

（※）授業料

当該年度に係る授業料を学生より受領したときは、授業料債務として負債計上し、教育

を実施し、または、固定資産を取得する都度、運営費交付金債務と同様の会計処理を行う

仕組み。

施設費

国より施設費を受領したときは、預り施設費として負債計上し、建物等の対象資産の取

得時に、資本剰余金へ振り替える仕組み。

当該資産が教育研究に用いられる場合、収益の獲得が予定されないため 「減価償却処、

理の特例 （下述）による会計処理を行う。」

寄附金

使途が特定された寄附金を寄附者から受領したときは、預り寄附金として負債計上し、

使途に即して費用が発生する都度、その同額を収益化させることにより損益を均衡させる

仕組み。

固定資産を取得する場合、運営費交付金債務と同様の会計処理を行う。




